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はじめに 

 

近年のこども・子育てを取り巻く課題は多岐にわたり、放課後ルー

ム・保育所等の待機児童の解消、児童虐待の発生予防、こどもの貧

困対策、ヤングケアラーや特別な配慮を必要とするこどもへの支援、

こどもの居場所の確保など、きめ細やかに対応していくことが求め

られています。 

このような中で、令和５年度にこども施策の司令塔となる「こども

家庭庁」が発足し、こども施策を総合的に推進する「こども基本法」

が成立しました。こども家庭庁では、こどもが自立した個人として

ひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、こどもの健やかな成長に向けた

子育て支援や環境づくりに関する施策を一元的に進めています。 

本市では、これまで「第 2 期船橋市子ども・子育て支援事業計画」、「第４次船橋市ひとり

親家庭等自立促進計画」、「親子のしあわせ応援プロジェクト」を策定し、さまざまな子育て

支援の充実を図るとともに、令和５年９月には、こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか」

の趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援サポーター」への就任を宣言しました。 

このたび、全てのこどもの健やかな成長と子育て支援を総合的に推進するため、これらの計

画を統合し、新たに「第３期船橋市子ども・子育て支援事業計画、第５次船橋市ひとり親家

庭等自立促進計画、船橋市こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」を策定いたし

ました。 

この計画では、『「こどもの笑顔が輝き、生き生きと子育てできるまち・ふなばし」をめざし

て』を基本理念としています。 

今後の社会の担い手となるこどもたちが、心豊かに笑顔にあふれ生き生きと育つことができ

る環境を作ることは、私たち大人の責務です。 

本市には、まちづくりに関わってくださっている多くの市民の皆様がいます。こどもたちが

将来に夢と希望を持ちながら育ち、また保護者が喜びや生きがいを感じながら安心して子育

てができるまちづくりに、市民の皆様と共に取り組んでまいります。 

結びに、計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました「船橋市子ども・子

育て会議」の委員の皆様、アンケート調査やグループインタビュー、パブリック・コメント

等にご協力いただきました多くの皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和７年３月                 

船橋市長 松戸 徹 
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